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第１章 市民サービスの向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(１) 市民ニーズに対応したサービスの向上 

１ 市民サービスの向上 

２ 要望・提案・意見等の情報の管理 

 

(２) 情報提供の推進 

１ オープンデータへの取組 

２ 行政情報の積極的な提供 

   

(３) 電子市役所の推進 

 １ 行政手続の電子化 

 ２ 情報資産の保全及び市民サービスの継続 

 ３ RPAの導入による業務効率化 

 

第２章 市民との協働の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(１) 市民協働のシステムづくり 

 １ 協働のまちづくり推進計画の見直し 

 ２ 協働のまちづくり推進の環境整備 

 

(２) 協働事業の推進 

 １ 地域活動の支援 

 

(３) 市民参画のまちづくり 

 １ パブリックコメント制度の充実 

 ２ 公募による委員等の拡大 

 ３ 市民参加機会の拡大 

 

第３章 財政基盤の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(１) 市税等徴収率の向上 

１ 市税等徴収率の向上  

 

(２) 企業誘致の推進 

１ 企業誘致の推進  

 

(３) 使用料・手数料の適正化 

 １ 使用料の見直し 

 

 



 

 

 

 

(４) 公有財産の運用・管理 

１ 公有財産の有効活用  

 ２ 公共施設の管理経費の節減 

 ３ 公共施設等総合管理計画の推進 

４ 公共施設（建物）再編計画の検討  

 

(５) 新たな財源の確保 

 １ 新たな財源の確保 

 

(６) 行政評価の推進 

 １ 行政評価と連動した予算編成 

 

 

第４章 行財政の効率的運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(１) 計画的な財政運営及び財政の健全化  

１ 健全化判断比率等の公開  

２ 経常収支比率の改善  

  

(２) 財政支援団体等への行政関与の見直し 

１ 補助金の見直し  

２ 財政援助団体への行政関与の見直し 

 

(３) 民間活力の活用 

１ 指定管理者制度・民間委託等の推進 

 

(４) 公共事業の適正化 

 １ 入札制度の見直し 

 ２ 公共工事のコスト縮減 

 

(５) 広域連携の推進 

 １ 広域連携の推進 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第5章 組織と人事管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(１) 組織・機構の見直し 

 １ 組織の見直し 

 

(２) 定員管理の適正化 

１ 定員の適正管理  

 

(３) 給与の適正化 

 １ 人事評価システムの充実 

 ２ 給与の適正化 

 

(４) 人材育成と職員の意識改革 

 １ 研修の充実 

 ２ 自主研究グループの充実 

 

(５) 危機管理体制の充実 

   １ 自主防災活動の推進 

   ２ 危機管理体制の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１章 市民サービスの向上 

行政サービスは、時代の潮流や、多様化する市民ニーズを的確に捉え、

市民にとって満足度の高いサービスを提供することが望まれています。  

このことから、事業の検証を行うとともに、窓口などのサービス向上、

市民ニーズに対応した情報システムの構築などを行い、市民にとって満足

度の高いサービスを提供します。 

 

（１）市民ニーズに対応したサービスの向上             

市民利用施設や窓口などのサービス向上に努めるとともに、市民ニーズを

的確に捉え、市民に満足度の高いサービスを提供します。 

番号 1-(1)-1 項 目 市民サービスの向上 

課 題 市民生活を支える公的なサービスに対する市民ニーズは、多様化、多元化

している。一方で、地方分権の進展や経済情勢の変化などから財源の確保

が困難な状況であり、ニーズに応えるための新たな政策等を展開すること

が困難である。 

方 針 時代の潮流や、多様化する市民ニーズを的確に捉え、市民にとって満足度

の高いサービスを提供する。窓口業務向上に向けた取組（キャッシュレス

化等）や、予算を伴わない(人件費と寡少の需用費などで実施するものを

含む)事業についても研究し、市民満足度をあげる。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

外国人の利便性向上を図るため、ホームペー

ジの翻訳言語を追加する。 

スマートフォン対応サイトを開設する。 

ホームページリニューアルに伴い、市内在住

外国人の国籍ごとの人数について検証した

上で、ホームページの翻訳言語を５個追加し

た。【翻訳言語 計 9 か国語(内中国語は簡

体・繁体を表記)】 

また、スマートフォン対応サイトも開設し

た。 

災害時等に、防災・防犯メールや防災行政無

線等で情報発信しているが、多様化する情報

の中、防災無線が聞こえづらい、携帯電話を

持っていない等、情報をとりづらい人にも、

新たな情報伝達手段の方法を検討する。 

個別受信機の導入補助を実施した。 

○メール登録者数 7,658人 

【Ｒ元年度 登録者数 6,283 人】 

○メール配信回数 832回 

【Ｒ元年度 配信回数 464 回】 

○フリーダイヤル利用回数 3,240回 

【Ｒ元年度 利用回数 3,484 回】 



 

閉庁時でも各種証明書等を取得できるよう、

取得機会の拡大を検討する。 

総務省による「小規模市町村向けクラウド基

盤の構築によるマイナンバーカードを活用

した住民票の写し等のコンビニ交付サービ

スの導入促進に向けた実証実験」へ参加し、

令和 3年 2月 1日より全国のコンビニエンス

ストア等の多機能端末機（マルチコピー機）

から住民票の写し及び印鑑登録証明書を取

得できるコンビニ交付サービスを開始した。 

窓口業務向上に向けたキャッシュレス化等

の取組を行う。（介護保険料・後期高齢者医

療保険料） 

スマートフォンアプリを使用したキャッシ

ュレス決済及びコンビニ納付への準備を行

った。 

（令和 3年度より利用可能。納付の選択肢が

増え、市民サービスの向上に繋がる。） 

多様化する市民ニーズに対応するため、市税

等の納付環境の整備を行う。令和2年度は、

外出せず納付することができるスマートフ

ォン決済アプリを導入した。 

令和 3年 1月 4日から運用開始した。 

スマホ決済アプリ利用件数 73件 

窓口業務向上に向けたキャッシュレス化等

の取組を行う。（保育料） 

スマートフォン決済アプリを導入し令和 3年

1月 4日から運用開始した。 

当該アプリ利用件数 24件 

福祉総合相談窓口の開設に向けた調査・検討

を行う。 

令和 3年 4月 1日から社会福祉課に福祉総合

相談窓口を開設するため、関係課との連絡調

整を実施した。 

市営運動場・社会体育館・中央公民館の利用

予約状況をホームページに掲載し、市民サー

ビス向上に寄与する。 

市営運動場・社会体育館・中央公民館の予約

状況を、月 2回市ホームページに掲載した。 

農林業センターの予約状況をＨＰ上で、月１

回更新公開をする。 

月一回間隔で 12回の更新公開を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

番号 1-(1)-2 項 目 要望・提案・意見等の情報の管理 

課 題 市民ニーズを把握するために「市長への手紙」やメールによる「市政への

ご意見」を実施し、ご意見・ご提案をいただいているが、いただいたご意

見・ご提案をより有効に活用することが必要である。 

方 針 「市長への手紙」やメールによりいただいたご意見・ご提案を始め、それ

以外の手法により寄せられたご意見についても、有効に活用し市の施策へ

の反映を図るため、各課と連携し情報を共有する。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

市民の声を幅広く収集し、市民ニーズを的確

に把握するため、「市長への手紙」、「市政

へのご意見・ご提案」を実施する。 

「市政へのご意見・ご提案」及び「市長への

手紙」の合計で、84件のご意見をいただき、

市民の声を幅広く収集し、市民ニーズを的確

に把握することができた。 

【Ｒ元年度 受付件数 79件】 

 

 

 



 

（２）情報提供の推進                       

市民への説明責任を果たすとともに、透明で開かれた市政を進めるため、

積極的で分かりやすい情報の提供・公開に努めます。 

番号 1-(2)-1 項 目 オープンデータ※への取組 

課 題 国の計画である「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進

基本計画」において令和 2 年度までに地方公共団体のオープンデータ取組

率 100％を目標とすることが掲げられた。 

方 針 オープンデータの推進に関する方針や利用規約等を整え、ホームページに

データを公開できるよう整備を図る。 

※【オープンデータ】国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データで、国民の誰もが

インターネットと通じて容易に利用（編集・加工・再配布等）できるよう下記①～③に該当

する形で公開されたデータのこと。①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルール

が適用されたもの。②機械判読に適したもの。③無償で利用できるもの。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

令和2年2月1日にオープンデータの推進に関

する方針や利用規約等を整え、ホームページ

に推奨データセット7種を公開しており、令

和２年度も引き続き、オープンデータの更な

る拡充に努める。 

推奨データセット 4種(AED 設置箇所一覧、医

療機関一覧、観光施設一覧、消防水利施設一

覧)を追加し、富里市が公開したデータセッ

トは合計 11種になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

番号 1-(2)-2 項 目 行政情報の積極的な提供 

課 題 広報紙、ホームページ、パンフレットなどを活用し、情報提供に努めてい

るが、市民からは情報が分かりにくいという指摘がある。 

方 針 庁内各課に配置する広報主任などにより、情報の表現方法や、提供の手法

などについて調査研究し、市民により良い方法で積極的な情報提供を図

る。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

市ホームページに審議会の一覧と各月の会

議開催情報を掲載するため、新設の審議会と

開催情報の提出を各課に依頼を行う。 

市ホームページに審議会の一覧と各月の会

議開催情報を掲載し、各会議のリンク先があ

るものについてリンクを掲載した。 

富里市の財政状況について、財政白書を作成

しホームページで公表する他、当初予算編成

や決算等を広報に掲載するなど、表現方法や

提供手法を検討し市民への情報提供を図る。 

富里市の財政状況について、財政状況資料集

をホームページで公表したほか、当初予算編

成、決算等を広報に掲載し、市民への情報提

供を図った。 

ホームページに掲載している全てのコンテ

ンツの内容・表現・分類を見直し、市民等が

情報収集しやすい構成にする。 

市ホームページをリニューアルし、あわせ

て、コンテンツ分類を見直し整理した。 

広報紙の情報が伝わりやすい紙面レイアウ

トの調査検討や、市公式LINEを用いた情報発

信、記者に対するプレスリリースを積極的に

行う。 

広報誌のレイアウト等を調査研究した結果、

令和 3 年 4 月号から A4 判にサイズを変更し

た。また、市公式 LINE配信回数は 54回、プ

レスリリース（記者会見を除く。）は 82回実

施した。 

平成２７年度に富里市防災マップを作成し

全戸配布等を行ったが、作成から５年目とな

り、富里市防災アセスメント調査の実施、地

域防災計画の修正及び昨今の情勢から最新

の情報を盛り込んだものの作成を検討する。 

富里市防災マップを市民課・郵便局窓口等で

配布し、住民がとるべき行動、避難所等の情

報を周知することができた。 

農業に関するさまざまな情報について、農業

連絡協議会、農家組合長回覧等を活用し、提

供に努める。 

市・ＪＡ富里市等からの情報提供として農家

組合長回覧を毎月実施した。 

なお、農業連絡協議会情報交換会を予定して

いたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止となった。 

最新版となる令和２年度版『とみさと子育て

応援ブック』の作成を行う。 

令和 2年度版『とみさと子育て応援ブック』

の作成を行った。 



 

イベント開催情報の表現方法や、提供の手法

などについて調査研究し、市民により良い方

法で積極的な情報提供を図る。 

イベント開催情報の表現方法や、提供の手法

などについて検討し、コロナ禍において市民

により良い方法で情報提供を図ることがで

きた。 

議会広報紙に掲載している全ての内容・表現

を見直し、市民等が情報収集しやすい構成に

する。また、配架場所も市内公共施設に限ら

ず、コンビニエンスストア等にも配架の協力

を得て、広く議会情報の提供に努める。 

令和 2 年 11 月発行号から市内コンビニエン

スストアへの配架を開始した。 

以下のとおり残部回収部数は少なく、広く議

会情報の提供に努めることができた。 

・208号 130部中 2部 

・209号 135部中 0部 

・210号 135部中 14部 

今後も、配架協力店舗の拡大に努め、積極的

な議会情報の提供を図る。 

 

 

 

 

 



 

（３）電子市役所の推進                       

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、市民ニーズに対応したサービスを提供

し、市民サービスのより一層の向上を図ります。 

番号 1-(3)-1 項 目 行政手続の電子化 

課 題 マイナンバー制度により、各種の行政手続が変わることが予想され、今後

より一層、行政手続の電子化による市民サービスの向上が求められる。 

方 針 マイナンバー制度の進捗に合わせて、市民ニーズに対応したサービスにつ

いて調査検討を行う。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

マイナンバーカードを活用したオンライン

行政手続について、市民ニーズに応じたサー

ビスの調査・検討を行う。 

積極的に情報収集を行い、マイナポータルサ

イトを活用したオンライン手続きの拡大に

ついて全庁へ周知した。また、内閣府が積極

的に取り組むこととしている介護保険、被災

者支援関連サービスについては担当課に導

入を促した。 

 

 

 

番号 1-(3)-2 項 目 情報資産の保全及び市民サービスの継続 

課 題 情報資産の保全及び災害時における市民サービスの継続を図り、市民の安

全・安心確保に取り組む必要がある。 

方 針 情報資産の保全及び災害時の業務継続等を考慮し、引き続きクラウド環境

へのシステム移行を推進する。また、情報セキュリティ上の脅威・課題等

について、その対応方策を継続的に推進する。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

ｅ－ラーニング研修を実施し、人的セキュリ

ティの向上を図る。セキュリティワイヤーを

装着することにより、物理的セキュリティの

向上を図る。 

ｅ－ラーニング研修を実施し、人的セキュリ

ティの向上を図った。また、個人番号系端末

全てにセキュリティワイヤーを装着するこ

とにより、物理的セキュリティの向上を図っ

た。 

 



 

番号 1-(3)-3 項 目 RPA※の導入による業務効率化 

課 題 行政課題の多様化・複雑化による業務量の増加に伴い、長時間勤務による

業務遂行が恒常化し、単純・定型的業務を自動化にすることにより、市民

サービスの向上及び働き方改革を推進する必要がある。 

方 針 本市の事務の効率化・省力化を図る手法の一つとして RPA の導入に向け

た調査・研究を行う。 

※【RPA】Robotics Process Automation の略。人が行うパソコン業務の一部をソフトウェ

ア型のロボットが代行・自動化する技術。データの抽出や転記、ファイル作成、システム間

データの受け渡しといった定型的な業務が主な対象。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

研修に参加し、富里市でできることを探る。

また、行政改革推進委員会において調査検討

を行う。 

積極的に情報収集し、AI・RPA 等の習熟を図

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２章 市民との協働の推進 

地方分権社会の進展、少子高齢化や市民ニーズの多様化など、時代の変

革により生じた公共の領域の変化や行政だけでは解決できない領域への 

対応が課題となっています。 

市では、この課題により効果的かつ効率的に取り組むため、まちづくり

は「自助、共助、公助」という考え方に立ち、この共助の領域を協働とい

う手法により取り組むこととしています。 

 この協働によるまちづくりを実現することにより、行政では十分に行き

届かない課題へも柔軟な対応が可能になるとともに、地域社会の再生にも

つながることが期待されます。  

このため、協働のシステムを構築するとともに市民参画の一層の推進に

努めます。 

 （１）市民協働のシステムづくり                     

公共の領域のズレや行政だけでは解決できない課題への対応を共助で取り

組むため、協働のまちづくり推進計画に基づき、協働によるまちづくりを推

進するための環境などの整備を進めます。 

番号 2-(1)-1 項 目 協働のまちづくり推進計画の見直し 

課 題 協働のまちづくりを推進するために平成 23 年度より協働のまちづくり推

進計画を策定し取り組んでいるところであるが、計画が令和 2 年度で期限

を迎えることから次期計画に向けて、現状を踏まえ内容を見直すことが必

要となっている。 

方 針 協働のまちづくり推進計画の見直しを行う。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

公募の市民、地域活動団体、市民活動団体、

有識者、まちづくりコーディネーターで構成

する協働のまちづくり推進計画検討委員会

を設置し、アドバイザーの助言を受けなが

ら、現行推進計画の検証し、次期計画の策定

（案）、実行計画（案）を作成し、次期推進

計画を策定する。 

公募の市民、地域活動団体、市民活動団体、

有識者、まちづくりコーディネーターで構成

する協働のまちづくり推進計画検討委員会

を設置し、委員会を 6回実施し、アドバイザ

ーの助言を受けながら、現行推進計画の検証

し、次期計画の策定（案）、実行計画（案）

を作成し、次期推進計画（第 2次富里市協働

のまちづくり推進計画）を策定した。 

 

 

 



 

番号 2-(1)-2 項 目 協働のまちづくり推進の環境整備 

課 題 協働のまちづくりを推進するためには、活動の場や交流の場の整備、市民

主導のまちづくりの制度などが必要とされている。 

方 針 協働のまちづくり推進計画に基づき、協働のまちづくり推進のための環境

整備を図る。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

「協働のまちづくり推進計画」で定めた30

項目の事業について、5か年の年次計画で定

め実施することとしており、令和2年度は30

の事業について、実施・検討を行う。 

後期実行計画 30事業について、実施した。 

また、「4．市民活動支援補助金の充実」事業

について見直しをした。 

さらに、「2．市民活動サポートセンター機能

の充実」事業について利用者を対象にアンケ

ート調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）協働事業の推進                       

地域の多様な主体や諸資源を結びつけ、地域の課題などをより身近なとこ

ろで解決するなど、市民や各種活動団体などと協働によるまちづくりを推進

し、地域社会の再生を図ります。 

番号 2-(2)-1 項 目 地域活動の支援 

課 題 地方分権や少子高齢化の進展、市民ニーズの多様化・高度化、厳しい財

政状況、コミュニティの断片化など、地域社会を取り巻く環境は大きく

変化しており、従来の公共サービスや新たに発生するニーズの全てを担

い続けることは極めて難しくなっている一方で、地域の公共的課題の解

決に自ら進んで取り組もうとする市民や市民活動団体などが増えてい

る。総合計画で定めた富里市が目指す姿を実現するために地域活動に取

り組む市民活動団体等を支援していく必要がある。 

方 針 市民の発想や創造力、得意分野を生かしながらより良い公共サービスを

提供し、新しい公共空間の運営を進めていくことが求められていること

から、市民活動を行うものに対して様々な支援を実施する。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

アダプトプログラム登録団体等に対して物

品の支給等を行い、活動を支援する。また、

目標として新規加入団体を１団体増やす。 

○登録数（団体・個人）65 件 

【Ｒ元年度 登録数 69件】 

○登録ボランティア数 1,443 名 

【Ｒ元年度 登録ボランティア数 1,515名】 

○延べ距離数 100,300ｍ 

【Ｒ元年度 延べ距離数 107,390ｍ】 

（一財）自治総合センターが実施する一般コ

ミュニティ助成事業を活用し、コミュニティ

活動に必要な備品購入に対する支援を行う。

また、活動拠点となる集会所の修繕等の支

援、防犯対策として防犯灯の設置等の支援を

行うとともに、地域の課題解決に自ら取り組

んでいる市民活動団体、区・自治会に対し、

支援・助言を行う。 

以下の補助金等による支援を行った。 

〇一般コミュニティ事業補助金 2,500,000円 

〇地区集会所建設等補助金  2,247,031円 

〇区長会事業補助金      285,000円 

〇防犯灯設置等補助金    5,009,800円 

〇交通安全協会連合会補助金  342,000円 

〇防犯指導員連合会補助金   547,200円 

〇防犯パトロール車両貸出    計 470日 

（ワゴン R 137日、スペーシア 187日、ワゴ

ン Rパンダ 146日) 

市民が自主的、自発的に行う市民活動を支援

することにより、まちづくりの担い手を数多

く創出して、協働により住みよい地域社会を

・市民活動支援補助金による支援を行った。 

合計 2件 補助金額 110,000 円 

（内訳） 



 

豊かに展開していくことを目的とした市民

活動支援補助金制度の第1次・2次・3次・第4

次募集を行う。 

〇キックオフ部門 1件 補助金額 50,000円 

【Ｒ元年度 1件 50,000円】 

〇チャレンジ部門 1件 補助金額 60,000円 

【Ｒ元年度 2件 104,000円】 

自治会等が実施する道路管理作業に対し、草

等の回収、側溝等の汚泥回収を行う。 

実施に際し以下の件数であった。 

○用具の貸出 2件【Ｒ元年度 2件】 

○草等の回収 6件【Ｒ元年度 4件】 

○側溝等の汚泥回収 18件【Ｒ元年度 13件】 

公園内における除草及び清掃等の日常管理

を協定締結による住民参加により行う。アダ

プトプログラム登録団体等に対して物品の

支給等を行い、活動を支援する。また、目標

として新規加入団体を１団体増やす。 

公園内における除草及び清掃等の日常管理

を協定締結による住民参加により行った。 

〇新規管理協定締結  

・Ｒ元年度比 増 2団体 2公園  

・Ｒ元年度比 減 1団体 1公園 

〇管理協定締結数 合計 47 団体 68公園 

 



 

（3）市民参画のまちづくり                    

市民とともに富里市を築くため、パブリックコメントなどにより市民の市

政への参画機会を保障するとともに、まちづくりに関する情報を共有し、参

画機会拡大の推進を図ります。 

番号 2-(3)-1 項 目 パブリックコメント制度の充実 

課 題 パブリックコメント規則を定め、市の基本的な計画等の策定について、パ

ブリックコメントを実施しているが、市民からの意見数が少ないものがあ

る。 

方 針 市民の市政への参画を促進するために、パブリックコメント制度の周知を

図る。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

市民の市政への参画を促進するために、パブ

リックコメント制度の周知を図るとともに

各課においてパブリックコメントを実施す

る。 

市民の市政への参画を促進するために、パブ

リックコメント制度の周知を図る。各該当課

より 12案件のパブリックコメントを実施し、

28件の意見提出があった。 

【実施案件：Ｒ元年度 6件】 

【意見件数：Ｒ元年度 23件】 

 

 

番号 2-(3)-2 項 目 公募による委員等の拡大 

課 題 協働のまちづくりを進めるための手法の一つとして公募委員の登用があ

り、これまでの取組により公募委員の登用は拡大しているものの、更なる

参画機会の拡大を推進する必要がある。  

方 針 審議会等へ公募による市民を積極的に登用する。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

公募委員の状況を調査し、規則・指針に基づ

いて、審議会等で積極的に公募を行うよう各

課に促す。 

公募委員の状況を調査し、規則・指針に基づ

いて、審議会等で積極的に公募を行うよう各

課に促しを行った。16 機関で、のべ 53 名を

公募委員として登用した。 

【機関数：Ｒ元年度 16機関】 

【委員数：Ｒ元年度 52名】 



 

番号 2-(3)-3 項 目 市民参加機会の拡大 

課 題 協働のまちづくりを進めるためには、更なる参画機会の拡大を図る必要が

あり、また、市政への参画については、早期の段階からの参画が望まれて

いる。 

方 針 計画等を策定する場合は、早期から市民の参画を得るよう努める。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

市長の直接的な広聴の場を設け、市民の市政

に対する意見を徴し、市の政策に反映させ

る。 

令和 2年 2月から開始した「まちかど市長室」

は、市長自らが出向き、市民と意見交換をす

る新たな取組みに効果が現れ、市民と行政の

情報共有の促進と、市民参加の機会が一層図

られた。なお、令和 2年度は 6回実施した。 

農業連絡協議会や農業士会懇話会を通じて、

市農政への課題や意見を求める。 

農業士会懇話会及び農業連絡協議会情報交

換会を実施する予定であったが、共に新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

「協働」についての情報提供、協働を学び、

話し合う場として「協働のまちづくり講座」

「とみさと協働塾」を開催する。 

「協働のまちづくり講座」は、「団体の資金

調達講座」、「オンライン会議入門講座」、「オ

ンライン会議入門講座フォローアップ講

座」、「居場所運営者オンライン交流会」、「市

民活動支援補助金申請のための相談会及び

書き方セミナー」を実施し、オンラインを活

用し、コロナ禍における活動を支援すること

ができた。「とみさと協働塾」については、「ま

ず一歩踏み出そう！市民活動スタートアッ

プ講座(4 回)」、「ミニセミナー(4 回)」など

を実施し協働を学び話し合うことができた。 

都市計画審議会、緑の基本計画改訂を行う。 都市計画審議会を 2回開催、用途地域の見直

しに関する住民説明会を 9 回実施し、適切な

市民参画の機会を設けた。 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３章 財政基盤の強化 

歳入改革の強化を柱とした改革の推進において、規制緩和への働きかけ

による新たな企業立地の促進に向けた企業誘致の推進や、公共施設再編に

向けたファシリティマネジメント、など、市の歳入拡大に向けた取組を積

極的に行います。 

 

（１）市税等徴収率の向上                     

市民負担の公平性の確保などの観点から、市税や介護保険料などの徴収率

の向上対策や滞納整理について、積極的に推進します。 

番号 3-(1)-1 項目 市税等徴収率の向上 

課 題 厳しい財政状況の中、徴収率を維持、上昇させ、確実な歳入を確保するこ

とが求められている。 

方 針 関係部署との連携を図り、徴収率の向上に努める。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

市の歳入の根幹となる市税等収入の確保及

び税負担の公平性確保の観点から、富里市市

税等徴収対策基本方針に基づき、厳正に徴収

対策を実施していく。 

・現年課税分の滞納繰越抑制（早期接触、滞

納整理の早期着手） 

・滞納繰越分の圧縮（滞納処分等の徹底） 

・課税客体の適確な把握（実態調査等の強化） 

・納税環境の整備等（口座振替の推進強化、

スマートフォンによるキャッシュレス決済

の導入等） 

目標徴収率（現年課税分） 

市税 98.47％以上  

国民健康保険税 90.69％以上 

令和 2年度 現年課税分 実績 

○市税  

・調定額   6,566,253,996 円  

・収入済額 6,381,094,787 円  

・徴収率   97.18％ 

(H30実績比△1.29ポイント) 

○国民健康保険税 

・調定額   1,237,208,600 円  

・収入済額 1,116,645,885 円  

・徴収率   90.26％ 

(H30実績比△0.43ポイント) 

保育料の現年度分の徴収率を98.84％とす

る。（H25実績比 +0.5％） 

令和２年度保育料の現年度分の徴収率

97.97％ 

介護保険料の督促状・催告書の送付をする。

臨戸徴収や電話催告を夜間・休日に実施す

る。休日納付相談を実施する。給付制限を実

施する。また、令和3年度中に「徴収率向上」・

介護保険料の督促状は年 10 回、催告書は年 2

回送付実施。また、電話催告については、夜

間及び日中の時間帯で計５回を実施した。そ

の結果、徴収率は前年度比で 0.36％上昇し



 

「市民目線」の観点からコンビニ納付が実施

できるよう調査・検討を行う。 

た。さらに、令和 3年度より、コンビニ納付

ができるよう、補正予算対応し、令和 2年度

中にシステム改修後、運用テストを実施し、

令和 3年度より運用開始予定。 

給食申込制の実施、法的措置（支払督促）の

実施、児童手当からの徴収を実施する 

令和 2年度 現年度分 実績 

〇調定額   162,793,930円 

〇収入済額 160,749,950円  

〇徴収率   98.74％ 

 

徴収率比較 

 市 税 国民健康保険税 保 育 料 介 護 保 険 料 給 食 費 

Ｒ元年度

徴収率 
98.32％ 90.41％ 99.00％ 97.97％ 99.04％ 

Ｒ２年度

徴収率 
97.18％ 90.26％ 97.97％ 98.33％ 98.74％ 

 

 

 

 

 



 

（２）企業誘致の推進                       

市街化調整区域における規制緩和により、酒々井インターチェンジ周辺や

主要幹線道路周辺等に、新たな企業立地が促進されるよう受入態勢を整備す

るとともに、積極的な企業誘致を図ります。 

番号 3-(2)-1 項 目 企業誘致の推進 

課 題 歳入改革において、新たな財源の確保、雇用機会の拡大、地域の活性化の

方策となる企業誘致の検討が必要である。 

方 針 市街化調整区域における規制緩和により、新たな企業立地が促進されるよ

う受け入れ態勢の整備に向け、国・県・近隣市町の動向、各法令等の総合

的な分析を庁内研究組織において検討を行う。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

酒々井インター周辺活性化協議会における

近隣市町の状況把握や、第三工業団地研究会

における関係課等との調査・研究を行う。 

酒々井インター周辺活性化協議会における

近隣市町の状況把握を予定していたが新型

コロナウイルス感染症の影響により実施せ

ず。庁内組織である第三工業団地研究会を開

催し、地域特性等の研究を行った。 

市街化調整区域における企業立地の促進の

ため「富里市企業立地促進条例」を制定する。 

市街化調整区域における企業立地の促進の

ため「富里市企業立地促進条例」を制定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）使用料・手数料の適正化                   

公平性の確保と応益負担を原則とした使用料などの適正化を図ります。 

番号 3-(3)-1 項 目 使用料の見直し 

課 題 施設の老朽化等に伴い、修繕費等の維持管理費が増加傾向にあり、現在の

使用料では施設運営が厳しい状況にある。一方、使用料を徴することで、

使用者数が減少している施設もあり、総合的に検討する必要がある。 

方 針 市内公共施設や近隣市町村公共施設との整合性を考慮しつつ、一方で施設

を運営する視点も取り入れ、総合的に検証する。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

令和元年4月より保健センター施設の有効活

用のため既存の貸出2室に加え、健康増進室

等4室を貸出施設として追加している。今後

も歳入確保拡大を視野に利用状況を注視し

ていく。 

6団体が 4部屋を計 49回使用した。 

(栄養実習室、栄養指導室、健診準備室、健

康増進室) 使用料 合計 123,175円 

農林業センターの現在の状況を踏まえ、使用

料金額を据え置きとする。 

農林業センター使用料   33,060円 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

施設の使用制限により対前年比減） 

調整池の機能を維持し、用地の有効利用を図

る。 

ふるさと自然公園使用料 167,550円 

近隣の市営運動場・社会体育館等の状況を考

慮しながら施設維持のための適正な使用料

とするための検討を行う。 

市営運動場使用料    200,680円 

社会体育館使用料   1,284,090円 

中央公民館使用料    754,400円 

 

 



 

（4）公有財産の運用・管理                    

市が保有する公有財産は売却も含めた有効活用を図るとともに、公共施設

等における稼働率や運営体系等を検証し、再編によるファシリティマネジメ

ントの検討を行います。 

番号 3-(4)-1 項 目 公有財産の有効活用 

課 題 公有財産の有効活用を図るため、財産の把握と適正管理が必要である。 

各部署での財産の有効利用について検証を行う必要がある。 

方 針 公有財産の有効利用について検証するとともに、引き続き適正管理に努

め、処分可能となった財産については売却方法を検討する。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

富里市南七栄南西地区市有地活用について

民間活用の手法も併せて検討する。 

 

法規制等の確認、活用に当たっての課題につ

いて確認を行った。 

他自治体のコミュニティセンター利用減免

団体の対象及び減免割合について、調査を行

う。 

他自治体のコミュニティセンター利用減免

団体の対象及び減免割合について調査を行

った。また、引き続き、コミュニティセンタ

ーの有効活用についても検討を行う。 

旧洗心小学校跡地利活用について民間活用

の手法も併せて検討する。 

庁内組織である旧洗心小学校跡地利活用検

討連絡会を設置し、施設の課題解決に向けた

研究や民間活用の検討を行った。 

市有地の有償貸付による財源確保とともに、

土地の処分を含め、有効活用を図る。 

市有地の適正管理に努めるとともに，市有地

の貸付及び売却を行った。 

〇市有地の有償貸付 13ヶ所 6,143,373円 

〇市有地の売払い収入 1か所 1,138,800円 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

番号 3-(4)-2 項 目 公共施設の管理経費の節減 

課 題 石油価格の変動等やＯＡ機器の使用などにより、支出の抑制が難しい。

また、老朽化した設備の更新も進めていかなければならない。 

方 針 電気機器の使用管理や、室内温度管理を徹底し、引き続き継続して節約

に取り組む。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

市役所本庁舎等の令和元年度実績  

電気代    11,627,259円  

ガス代     4,786,949円  

上下水道代 1,618,171円  

燃料代        44,000円  

合計   18,076,379円 

合計額の5％節減を目指す。 

＜市役所本庁舎等＞ 

○電気代   10,044,696 円  

○ガス代   5,139,899 円  

○上下水道代 1,622,039 円  

○燃料代     43,222 円  

合計    16,849,856円  

未使用時の消灯や一部消灯、節水、冷暖房の

適正な使用等、経費の節減を図り、令和元年

度実績から 6.79％削減した。 

富里市福祉センターの共有スペースの未使

用時の消灯や一部消灯、節水、冷暖房の適正

な使用等、経費の節減を図る。 

＜富里市福祉センター＞ 

〇電気代   2,089,402 円  

〇ガス代     27,688 円  

〇上下水道代  309,320 円  

〇燃料代   1,301,316 円  

 合計    3,727,726 円 

未使用時の消灯や一部消灯、節水、冷暖房の

適正な使用等、経費の節減を図った。 

向台こども園の電気機器の使用管理や、室内

温度管理を引き続き徹底し、継続して節約に

取り組む。 

＜向台こども園＞ 

〇電気代   1,919,410 円  

〇ガス代    443,871 円 

〇上下水道代  662,156 円 

合計    3,025,437円 

電気機器の使用管理や、室内温度管理を引き

続き徹底し、節約の取組を行った。 

葉山こども園の電気機器の使用管理や、室内

温度管理を引き続き徹底し、継続して節約に

取り組む。 

＜葉山こども園＞ 

〇電気代   1,843,017 円  

〇ガス代    378,339 円 

〇上下水道代 1,079,039 円 

合計    3,300,395円 

電気機器の使用管理や、室内温度管理を引



 

き続き徹底し、節約の取組を行った。 

各幼稚園の電気については、電気の使用状

況・実態を把握・分析するため統計を取る。

上下水道については、毎月初めの使用量の報

告及び2週間ごとの報告、夏季のプール指導

期間及び冬季の水道管の凍結が心配される

期間中の毎週月曜日ごとに使用量を報告し

てもらうなど、漏水等の予防・早期発見に努

める。 

＜各幼稚園＞ 

〇電気代     854,927 円  

〇ガス代      33,190 円 

〇上下水道代    505,702 円  

〇燃料代     81,914 円  

合計    1,475,733円 

電気の使用状況・実態を把握・分析等経費削

減に向けた取組を行った。 

富里市農林業センターの電気機器の使用・室

内温度管理・節水を徹底し、継続して節約に

取り組む。 

＜富里市農林業センター＞ 

〇電気代   324,070円 

〇ガス代    18,603円 

〇水道代   192,720円 

 合計    535,393円 

電気機器の使用管理や、室内温度管理を引き

続き徹底し、節約の取組を行った。 

コミュニティセンターの共有スペースの未

使用時の消灯や一部消灯、冷暖房の温度設定

等、貼り紙や呼びかけ、見回り等により、経

費削減を図る。 

＜コミュニティセンター＞ 

〇電気代  2,754,408円 

〇ガス代    48,223円  

〇上下水道代  328,754円  

 合計   3,131,385円 

共有スペースの未使用時の消灯や一部消灯、

冷暖房の温度設定等、貼り紙や呼びかけ、見

回り等により、経費削減を図った。 

水道事業所の電気機器の使用管理や、室内温

度管理を徹底し、節約に取り組む。 

＜水道事業所＞ 

○電気代   24,281,848円 

○ガス代       17,420円 

○燃料代    241,525円 

 合計   24,540,793円 

電気機器の使用や、室内温度管理について、

職員に意識づけし節約した。また、受変電設

備の更新を行った 

各小学校に設置されているデマンド監視装

置により、電気の使用状況を把握し、節電や

料金の削減に努める。上下水道については、

毎月初めの使用量の報告及び2週間ごとの報

告、夏季のプール指導期間及び冬季の水道管

の凍結が心配される期間中の毎週月曜日に

使用量を報告してもらうなど、漏水等の予

防・早期発見に努める。 

＜各小学校＞ 

〇電気代   17,227,652 円  

〇ガス代   2,209,496 円 

〇上下水道代 9,000,502 円    

〇燃料代    805,081 円   

合計    29,242,731円 

電気の使用状況を把握し、節電や料金の削減

を図った。また、上下水道漏水等の予防・早



 

期発見に努めた。 

各中学校に設置されているデマンド監視装

置により、電気の使用状況を把握し、節電や

料金の削減に努める。上下水道については、

毎月初めの使用量の報告及び2週間ごとの報

告、夏季のプール指導期間及び冬季の水道管

の凍結が心配される期間中の毎週月曜日に

使用量を報告してもらうなど、漏水等の予

防・早期発見に努める。 

＜各中学校＞ 

○電気代   8,753,588 円  

○上下水道代 4,702,173 円 

○ガス代   2,009,254 円   

○燃料代   1,373,121 円   

合計    16,838,136円 

電気の使用状況を把握し、節電や料金の削減

を図った。また、上下水道漏水等の予防・早

期発見に努めた。 

社会体育館の電気機器の使用管理や、室内温

度管理を徹底し、引き続き継続して節約に取

り組む。また、照明にあってはＬＥＤ化及び、

削減が見込まれる電気料を原資としたリー

スによる整備を検討する。 

＜社会体育館＞ 

〇電気代    1,570,338 円  

〇ガス代      21,618 円 

〇上・下水道代  143,836 円 

合計     1,735,792円 

電気機器の使用管理や、室内温度管理を徹底

し、引き続き継続して節約を行った。 

公民館の利用状況に応じ、適正な室温度管理

を徹底し、継続して取り組む。 

＜公民館＞ 

〇ガス代   19,734円  

〇上下水道代 581,408円  

〇燃料代  1,272,805円 

合計   1,873,948円 

利用状況に応じ、適正な室温度管理を徹底

し、継続して取組を行った。 

図書館の利用状況に応じた適切な室内環境

の確保に努め、施設の管理経費の節減に取り

組む。 

＜図書館＞ 

〇電気代   3,353,015円  

〇ガス代  3,296,117円  

〇上下水道   385,540円 

合計   7,034,672円 

利用状況に応じた適切な室内環境の確保に

努め、施設の管理経費の節減の取組を行っ

た。 

令和元年度に行った空調・照明機器改修時に

設置したビルエネルギー管理システムを活

用し、消防庁舎の室温及び照明照度の最適化

を図り、施設維持管理費の削減を図る。 

＜消防庁舎＞ 

〇電気代   2,155,263円 

〇ガス代    81,807円  

〇上下水道代 688,468円  

○燃料代   410,000円 

合計   3,341,896円  

ビルエネルギー管理システムを活用し、室温

及び照明照度の最適化を図り、施設維持管理



 

費の削減を図った。 

令和元年比 △1,714,966 円 

ビルエネルギー管理システムにより情報化

した空調・照明機器使用状況を活用し、北分

署の施設維持管理費の３％削減を図る。 

 

＜消防署北分署＞ 

〇電気代  1,037,657円 

○ガス代    55,450円  

○上下水道代 384,009円  

〇燃料代   148,074円 

 合計   1,625,190円  

ビルエネルギー管理システムにより情報化

した空調・照明機器使用状況を活用し、経費

の節減を図り令和元年度実績から○％削減

した。 

令和元年比 △370,324円 

 

(単位:円) 

 電 気 ガ ス 上下水道 燃 料 合 計 

Ｒ元年度 78,929,032 6,401,949 25,421,715 8,447,546 119,200,242 

Ｒ２年度 53,927,443     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

番号 3-(4)-3 項 目 公共施設等総合管理計画の推進 

課 題 人口減少等により公共施設等の利用需要の変化が予測されることを踏ま

え、公共施設等の全体状況を把握し、管理の基本的な方針を定めた公共施

設等総合管理計画の実施が必要である。 

方 針 建築物及びインフラ資産を含めた総合的な管理方針を定める「公共施設等

総合管理計画」に基づき、ファシリティマネジメントの取組手法を検討す

る。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

公共施設等総合管理計画に基づき、各施設ご

との「個別施設計画」を策定し、計画的に維

持管理をしていく。 

公共施設等総合管理計画に基づき、各施設の

「個別施設計画」を策定し施設の状況の把握

に努めた。 

富里バスターミナル駐車場について、指定管

理者制度による民間のノウハウを活用した

効率的な施設運営を実施する。 

指定管理者制度による民間のノウハウを活

用した効率的な施設運営を実施した。 

富里北部コミュニティセンター及び中部ふ

れあいセンターの適正な維持管理に努め、指

定管理者と共に利用者のサービス向上に努

める。（保全マネジメントシステムを活用し、

施設の維持管理に努める。） 

指定管理者である各管理運営委員会と協議

を行い、富里市公共施設等総合管理計画の基

本方針に基づき、適正な維持管理に努めた。 

富里市校舎等改修改築環境改善計画に係る

計画期間の見直し。 

「富里市校舎等改修改築環境改善計画」は、

平成 28 年度に策定後、未着手のまま 4 年間

先送りとなっている。各小中学校とも 40 年

目に長寿命化改修工事の計画であるが、対象

校が毎年度存在することや複数校重なる年

度もあり、現計画どおりの実施は困難である

ため、実状に即した計画を検討する。まずは、

最も老朽化が進行している日吉台小学校第 1

校舎の改修工事実施に向けた検討を行う。 

公共施設等総合管理計画に基づき、市営運動

場・社会体育館・中央公民館の個別施設計画

を策定する。 

市営運動場・社会体育館・中央公民館の個別

施設計画を策定した。 

また、施設・設備の維持管理に努めた。 

市営運動場施設修繕料  331,656円 

社会体育館施設修繕料 2,694,472円 

公民館施設修繕料   3,614,267円 

 

 



 

番号 3-(4)-4 項 目 公共施設（建物）再編計画の検討 

課 題 人口減少等により公共施設(建物)の利用需要の変化が予測されることを踏

まえ、全体状況を把握し、施設の必要性、統廃合の可能性、設備投資の方

向性、運営主体の在り方など管理の基本的な方針を定めた公共施設等総合

管理計画に基づいて検討する必要がある。 

方 針 「公共施設等総合管理計画」に基づくとともに、ファシリティマネジメン

トの取組手法を研究し、総合的な視点に立った施設の再編を検討する。 

 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

公共施設等総合管理計画を基に、個別施設計

画を策定し、その中で施設ごとの今後の方向

性を定めていく。 

個別施設計画を策定し、施設ごとの方向性等

を定めた。 

社会体育館は建物やスポーツ設備の老朽化

が進みつつあることから、公共施設等総合管

理計画等に基づく安全確保を最優先とした

適切な取組を推進していく。その上で、指定

管理者制度の導入や施設の有効活用など財

政負担の軽減につながる取り組みを検討し

ていく。 

社会体育館の適切な維持管理に際し、電気使

用量の削減、利便性の向上のため、館内照明

の LED化を検討した。 

また、指定管理者制度の導入や施設の有効活

用など財政負担の軽減につながる取り組み

を引き続き、検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（5）新たな財源の確保                      

新たな歳入の増加を図るためにホームページや広報紙、しおりなどを広告

媒体として積極的に活用します。また、市の施設の有効活用を図るなど、新

たな財源確保に向け、調査・研究します。 

番号 3-(5)-1 項 目 新たな財源の確保 

課 題 有料広告制度により、ホームページや広報紙、一部のしおりなどに広告を

掲載しているが、企業からの応募がなかなか進まない。 

方 針 広告の表示方法や周知方法などを検証するとともに、新たな広告媒体につ

いて開拓する。また、有料広告にとらわれることなく、市の施設へのロケ

ーション撮影の受入れや、ネーミングライツ、法定外目的税等の導入など、

新たな財源の確保について調査・研究する。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

広報紙やホームページでの周知や、過去に掲

載した企業への協力依頼を定期的に実施す

る。 

有料広告の媒体として広報紙「広報とみさ

と」に有料広告の掲載募集を行った。 

10,000円×50枠＝500,000 円 

【Ｒ元年度 枠数 51枠・金額 650,000円】 

ホームページ上のバナー広告の掲載位置・掲

載箇所数・画像サイズ等を再検討し、ホーム

ページや商工会等を通じて募集を行う。 

有料広告の媒体として市ホームページに有

料広告の掲載募集を行った。 

また、ホームページ有料広告掲載要領を改正

し、掲載箇所数を８枠から１６枠に変更し

た。その結果、広告収入が大幅に増加した。 

10,000円×104枠＝1,040,000円 

【Ｒ元年度 枠数 36枠・金額 360,000円】 

前期の計画に引き続き、富里市立図書館雑誌

スポンサー制度に関して、図書館ホームペー

ジ、広報とみさとに掲示し募集を行い財源確

保に努める。 

富里市立図書館雑誌スポンサー制度に関し

て、図書館ホームページ、広報とみさとに掲

示し募集を行った。 

○スポンサー企業 2社・広告料 36,000円 

（3誌・36月分×1,000円） 

【Ｒ元年度 企業 2社・広告料 36,000円】 

民間のノウハウを活用し、指定管理者制度に

よる富里バスターミナル駐車場の有料化を

実施し、指定管理者との協定に基づき、利用

料金収入の一部を市が配分を受けることで、

市の財源確保に繋げる。 

富里バスターミナル駐車場指定管理者納付

金として市に 480,000円の収入があり、新た

な市の財源確保に資する取組となった。 

【Ｒ元年度 納付金 811,550 円】 



 

ふるさと納税の新たな御礼品について検討

し、前年度より拡充する。 

ふるさと納税の御礼品を 4 品目拡充した。 

寄附受入額 13,984,807円 

ふるさと応援基金積立額 22,103,066円（う

ち利子 1,000円） 

【Ｒ元年度 寄附受入額 12,339,067円】 

【Ｒ元年度 基金積立額 11,312,446円】 

ネーミングライツ事業実施要綱とネーミン

グライツ導入ガイドラインを策定する。 

富里市ネーミングライツ事業実施要綱及び

ネーミングライツ導入ガイドラインを策定

した。 

課税課・納税課の受付窓口用封筒について、

広告掲載した封筒を作成し、窓口封筒印刷代

の削減を図る。 

（参考） 

4月:窓口封筒の寄附申出書を受領 

5月:封筒掲載原稿作成及び審査・決定を実施 

6月:窓口に封筒を設置 

窓口封筒印刷代 61,875円の削減が図れた。 

○印刷部数 15,000枚×＠3.75円×1.10 

【Ｒ元年度 印刷 15,000枚・60,750円削減】 

本庁市民課及び日吉台出張所の受付窓口用

封筒について、広告掲載した封筒を作成し、

窓口封筒印刷代の削減を図る。 

（参考） 

4月:窓口封筒の寄附申出書を受領 

5月:封筒掲載原稿作成及び審査・決定を実施 

6月:窓口に封筒を設置 

窓口封筒印刷代 132,000円の削減が図れた。 

○印刷部数 32,000枚×＠3.75円×1.10 

【Ｒ元年度 印刷 32,000枚・130,575円削減】 

 

 

 

市民課窓口設置の受付番号発行機について、

広告付き番号表示システムを無償導入する

ことにより、市の財政経費の削減を図る。 

広告付き番号表示システムを導入すること

により、市の経費削減及び歳入確保が図れる

とともに、行政情報や広告を流すことで来庁

者の待ち時間の負担を軽減し、来庁者の利便

性の向上及び窓口事務の円滑化を図ること

ができた。 

○番号発行機専用感熱ロール紙（20巻 1箱） 

 ＠18,200円×1.1＝20,020 円 

○窓口番号発行機賃借料 

 ＠10,998円×1.1×6月＝72,587円 

合計 92,607円の削減が図れた。 

新たな財源の確保に資するため、市の施設で

のロケーション撮影を誘致する。 

社会体育館と旧岩崎家末廣別邸での撮影活

動を誘致した。 

○作品２件、歳入 140,000 円 

【Ｒ元年度 作品 5件・歳入 1,010,000円】 



 

社会体育館・中央公民館へのロケーション撮

影の受入れや、ネーミングライツの導入等に

ついて調査・研究する。 

（上記、撮影活動誘致の社会体育館分実績） 

社会体育館 実績１件 歳入 110,000円 

中央公民館の受入れはなかった。 

市営運動場へのロケーション撮影の受入れ

について調査・研究する。 

調査・研究を行ったが、市営運動場へのロケ

ーション撮影の受入れはなかった。 

民間や個人からの支援プロジェクト等、消防

資機材等支援の可能性について検討を行う。 

消防・救急支援プロジェクト（ホワイトシャ

ッター）の主旨や参画することで受けられる

寄付の内容等について調査した。引き続き、

本プロジェクト参画へ向けて検討していく。 

集会所用地などで、地域が今後も利用しない

という意向を確認した用地について、駐車場

として整備をし、貸し出す方法で、新たな財

源の確保を検討する。 

日吉台五丁目南集会所用地の再活用（駐車

場）に取組むも、駐車場運営業者との契約に

は至らなかった。 

用途地域見直し地区の検討、都市計画案の作

成を行う。 

用途地域見直し地区の検討、都市計画案を作

成し、千葉県との協議を終え、都市計画手続

きを開始した。 

 

 

 

（６）行政評価の推進                       

令和３年度に策定される新総合計画に連動した行政評価の手法を検討・実

施します。総合計画の進捗状況の管理や事業の検証を行い、予算編成に反映

する手法について検討します。 

番号 3-(6)-1 項 目 行政評価と連動した予算編成 

課 題 予算編成に反映しやすい評価手法とするには、適切な成果指標の設定や検

証方法の検討が必要である。 

方 針 行政評価の結果を予算編成に反映し、より効果的で効率的な行政運営を目

指す。また、より予算編成に反映しやすい仕組みとなるよう評価手法等に

ついても検討を行う。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

事務事業評価において、一定の基準や指標を

もって、妥当性、達成度や成果を判定する行

政評価と位置付けるとともに、予算編成に反

映しやすい仕組みとなるよう評価手法等に

ついても検討を行う。 

事務事業評価のシートを活用し、ＰＤＣＡサ

イクルによる事業の検証を行い、次年度への

展望をしっかり捉え、予算の編成及び事業の

展開を見据えることができた。 

 



 

第４章 行財政の効率的運営 

少子高齢化や市民ニーズの多様化などに対応するため、今までにも増し

て、行政は最少の経費で最大の効果を挙げることが必要です。このため、

計画的で健全な財政運営を行い、財源、職員、施設など限りある行政資源

を有効に確保・活用するとともに、民間活力などの活用を図ります。 

 

（１）計画的な財政運営及び財政の健全化             

決算に基づく健全化判断比率等や公会計制度を参考としながら、健全性が維持

できる計画的な財政運営を図ります。また、収支の均衡、財政構造の弾力性の確

保、行政水準の維持及び向上、財政運営の効率性・公正性及び長期的な安定性を

推進し、財政の健全化を図ります。 

番号 4-(1)-1 項 目 健全化判断比率等の公開 

課 題 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成 21 年 4 月から全面

的に施行され、市の財政状況を判断するために健全化判断比率の算定及び

公表が義務付けられた。 

方 針 従来の一般会計(普通会計)が中心であった財政分析を、公営企業、特別会

計及び一部事務組合などを含んだ財政分析を行い、市全体の財政状況をよ

り明らかにするとともに県内市町村と比較をするなど状況把握に努める。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

令和元年度決算に基づいて、健全化判断比率

等の公開をホームページ及び広報で公表す

るとともに県内市町村との比較を公表。 

令和元年度決算に基づいて公表を行った。 

○財政力指数   0.80 

・県内市町村平均 0.73  

・類似団体 128団体中 2位 

○経常収支比率   96.4％ 

・県内市町村平均 93.9％  

・類似団体 128団体中 100 位 

○将来負担比率   50.4％ 

・県内市町村平均 37.6％  

・類似団体 128団体中 63位 

○実質公債費比率  7.8％ 

・県内市町村平均  5.8％    

・類似団体 128団体中 44位 

 

 

 



 

番号 4-(1)-2 項 目 経常収支比率の改善 

課 題 毎年度、経常的な経費が減少せず、硬直化した現状にある。 

方 針 経常的経費まで踏み込んだ事業精査を行い、経常収支比率を 90％未満に

する。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

経常的事業についても事業の優先度を見極

めるなど経常経費の削減に努めるとともに、

市税確保に併せて新たな収入を図るなどの

歳入改革を行う。 

事務事業評価や予算編成時の一件査定等に

より経常経費の削減に努めるとともに、行政

改革等の推進により歳入改革を進めること

ができた。 

経常収支比率は、対前年比△3.2 ポイントの

改善となった。 

○経常収支比率 93.2％ 

【Ｒ元年度 経常収支比率 96.4％】 

実施計画における各事務事業の評価を実施

するとともに、評価結果から実施内容の改善

に向けた検討を行う。また、財政担当課にお

いては、次年度予算編成に当たり、経常経費

を含め全ての事業を対象に一件査定を行う

とともに、財源確保の検討を行う。 

設定した指標の達成度を参考に、次年度へ向

けた改善点や事業展開をシートに記入し見

える化することでより明確な共通認識の下、

検討することができた。 

また、予算編成に当たり一件査定を行うとと

もに、財源の確認を行い、本市に合った予算

編成を行った。 



 

（２）財政支援団体等への行政関与の見直し             

各種財政援助団体などに対する補助金などについては、行政として対応す

べき必要性、経費負担の在り方などについて定期的に検証するとともに、財

政援助団体などの自立を促進するため、市の関与の在り方について検討しま

す。 

番号 4-(2)-1 項 目 補助金の見直し 

課 題 補助事業の目的やその効果について検証し、最大の効果が挙がる補助の在

り方について考慮していく必要がある。 

方 針 3 年を目途に補助金の全体的な見直し検討（補助目的の達成度、公平性、

透明性など）を行う。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

補助金交付基準及び補助金見直し基準に基

づき予算編成を行う。次回見直しに向け、方

針を検討する。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、今

後の生活様式の変化なども考慮しなければ

ならないことから、次回の見直しの時期を含

め、方針の検討を行った。 

 

 

 

番号 4-(2)-2 項 目 財政援助団体への行政関与の見直し 

課 題 団体への行政の関与のあり方について研究したが、団体の規模、事業の目

的や性質など多岐にわたっており、団体に対する画一的な関与に関する指

針を策定するのは難しい状況である。 

方 針 所管課において団体への行政関与について検討・見直しを行う。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

財政援助団体に対し、補助金の額や行政の関

与の度合を検討する。 

現状の状況を踏まえ、継続維持することとし

た。 



 

（３）民間活力の活用                       

行政コストの縮減を目指して民間活力を活用するため、指定管理者制度、

民間委託などの活用を図ります。なお、導入に際しては、行政責任の確保と

市民生活の安全性、市民サービスの向上に留意します。 

番号 4-(3)-1 項 目 指定管理者制度・民間委託等の推進 

課 題 より効率的・効果的なサービスの提供や施設の管理をするため、市の実施

している業務の検証や施設の利用及び管理状況を検証し、業務委託や指定

管理者制度の導入を検討することが必要である。 

方 針 市で行っている施設の管理運営や業務については、指定管理者制度・民間

委託導入の可能性を定期的に検証し、可能なものについては活用を進めて

行く。また、新たに設置する施設については必ず当該適用について検討す

る。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

公共施設等総合管理計画をもとに、個別施設

計画を策定し、その中で施設ごとに指定管理

者制度など導入の余地があるか方向性を決

定していく。 

個別施設計画を策定し、施設の維持管理につ

いて方向性を定めた。 

新たな委託や指定管理者等の導入はなかっ

た。 

富里市の官民連携の考え方として、事務の効

率化やコスト縮減による行政のスリム化と

行政力の強化により、持続可能で良質な市民

サービスの提供を目指すため、あらゆる分野

において官民連携を推進し、市民サービスや

行政の生産性の向上、民間事業者の新たなビ

ジネスチャンスを創出し、地域経済や地域産

業の活性化を図ります。 

官民連携による新たな公共サービスの提供

に向けた、特別目的会社（SPC）の設立や、

旧保健センターの利活用等、民間の活力やノ

ウハウを活用した事業の検討を行った。 

 

順天堂大学及び日本大学（芸術学部・危機管

理学部・スポーツ科学部）の持つ知的財産や

人材、学生の力といった資源を活用し、大

学・市民・行政が連携した魅力あるまちづく

りを推進する。 

順天堂大学との筋力アップ体操教室、日本大

学危機管理学部との富里市国土強靭化推進

計画策定、日本大学芸術学部との富里市魅力

発信事業における都内へのニンジンをテー

マにしたポスター・中刷り広告デザイン考案

等を展開した。 

福祉センターの指定管理について、富里市社

会福祉協議会に委託しており、業務状況等を

検証する。 

 

富里市社会福祉協議会の業務については、適

宜状況を把握し、あわせて市との情報共有を

図り、利用者のニーズに対応したサービスの

提供を行った。 



 

富里市こども館について、委託している指定

管理者の業務状況等を検証する。 

指定管理者の業務については、適宜状況を把

握し、あわせて市との情報共有を図り、利用

者のニーズに対応したサービスの提供を行

った。 

農林業センターの利用状況、ニーズ等を踏ま

え、指定管理者制度の適用について検討を行

う。 

現在の状況を踏まえ、市が直接管理とするこ

ととした。 

指定管理制度を導入している富里北部コミ

ュニティセンター及び中部ふれあいセンタ

ーについて検証する。 

指定管理制度を導入している富里北部コミ

ュニティセンター及び中部ふれあいセンタ

ーについて、管理運営委員会と適正な運営方

法について協議し、改善に努めた。 

社会体育施設の受付業務については、（公社）

富里市シルバー人材センターに委託を行っ

ているが、今後、施設管理も含めた委託の導

入について検討を行う。 

社会体育施設の受付業務について、シルバー

人材センターへの委託を継続し、引き続き、

施設管理も含めた委託の導入について検討

を行う。 

指定管理者との協定に基づく、富里バスター

ミナル駐車場の民間運営を実施する。 

民間事業者による指定管理により、駐車場の

良好な維持管理及び適正な運営が実施され、

市の人的、財政的負担の軽減が図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（4）公共事業の適正化                      

透明性を確保するため、積極的に競争入札を実施するとともに、調査・設

計・発注・施工の各段階における事業システムを総点検し、公共工事のコス

ト縮減を図ります。 

番号 4-(4)-1 項 目 入札制度の見直し 

課 題 公共工事における入札制度は、より入札等の透明性の確保、公正な競争の

促進、適正な施工の確保などの改善に取り組む必要がある。 

方 針 入札の透明性、競争性、適正な施工等の確保を図りつつ、刻々と変化する

経済情勢・社会情勢に柔軟に対応できるよう、国や近隣自治体の動向も踏

まえ、入札契約制度のより一層の適正化に向けた取組を進める。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

入札制度の見直しを実施していく。 ちば電子調達システムに参加し、全ての業種

を電子入札で実施した。すべての業種を一般

競争入札で実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

番号 4-(4)-2 項 目 公共工事のコスト縮減 

課 題 公共工事の減少に伴い、建設発生土等の工事間利用が難しくなっているこ

とや、再生材の利用が一般化したことからコストを縮減するための新たな

取組が難しくなっている。 

方 針 関係各課等と連携し、建設発生土等の工事間利用を促進するとともに、引

き続きコスト縮減策について検討を進める。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

計画及び過年度の整備量から整備単価を分

析し、より一層のコスト縮減方策について検

討を進める。 

建設発生土を他工事との工事間流用（処分：

約 442㎥、購入相当：約 1,330㎥）により約

353万円削減した。 

関係各課等と連携し、施工箇所を合わせて行

うこと等により、公共工事のコスト縮減を図

る。 

同時工事などにより、路面復旧 A=44.1 ㎡、

478,000円を削減した。 

施工方法について再検討を行い、より一層の

コスト縮減を図る。 

建設発生土の工事間流用により盛土用土砂

購入費を 6,140,520円削減した。 

 

 建 設 課 都 市 計 画 課 上 下 水 道 課 

Ｒ元年度削減額 約 16,500,000円 ― 
   約 30.2㎡ 

  299,000円 

Ｒ２年度削減額   6,140,520円 3,530,000円 
     44.1㎡ 

  478,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（５）広域連携の推進                       

単独の自治体よりも、広域的に行うことで効率化やコスト削減につながる

事業について、国、県、近隣自治体と連携し広域化について研究を進めます。 

番号 4-(5)-1 項 目 広域連携の推進 

課 題 広域化を行うことにより効率化やコスト削減につながる事業について、検

討する必要がある。 

消防広域化について、本市は国の「市町村の消防の広域化に関する基本指

針」に基づく「準特定小規模消防本部」に該当し、県より「広域化対象市

町村」に指定された。 

当該指針は平成 30 年 4 月に一部改正され、消防の広域化推進期限が令和

6 年 4 月までとされた。 

方 針 国や県、近隣自治体と連携し、消防広域化に限らず、可能性のある事業に

ついて広域化の検討に向けた取組を進める。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

印旛広域水道は年々状況が変化し出資金等

が増減するため財政課と予算関係の連携を

図るとともに、他の広域行政が示された場合

においても担当課と連携を図っていく。 

印旛広域水道については、財政課と連携を図

り予算を確保した。令和 2 年度支出額は、負

担金 5,596,188円、補助金 109,000円、出資

金 464,000円。 

旧岩崎家末廣別邸に関連した「岩崎家ゆかり

の地」広域連携事業を通じて、高知県安芸市、

岩手県雫石町、東京都台東区での富里市PR

及び4地域合同のプロモーション活動内で富

里市を効果的にPRする。 

高知県安芸市、岩手県雫石町、富里市の各地

で相互に産品の販売を行う「岩崎家ゆかりの

地フェア」を約１カ月間開催し、フェアの流

通総額は、433,578円となった。 

東京都台東区にて、初めてとなる「岩崎家ゆ

かりの地写真展」の開催し、4 地域の情報を

発信し、7 日間の開催で来場者は 4,038 名と

なった。以上 2事業で効果的に富里市をＰＲ

できた。 

平成３１年３月に再策定された千葉県消防

広域化推進計画を基に、千葉県を主体として

近隣市町との協議を行い、消防広域化に向け

た検証・検討を行う。 

広域化に向けた検討・検証等を踏まえて、県

に対して要望書を提出した。今後も広域化を

実現するために必要な事柄について、検討・

検証を行っていく。 

 

 

 

 

 



 

第5章 組織と人事管理 

新たな行政課題や市民ニーズに的確に応えるため、適時体制を見直すと

ともに、効果的かつ効率的な職員の活用を図り、適正な定員管理に努めま

す。また、地方分権型社会の進展により、職員に求められる役割はますま

す大きく、重要になってきています。このため、危機管理意識や、物事に

挑戦意欲があり、また、経営感覚を発揮できる人材の育成と意識改革に努

めます。 

 

（１）組織・機構の見直し                     

地方分権型社会に対応し、新たな行政課題や市民のニーズに的確に応える

政策や施策を展開できる組織体制の整備を進めます。 

番号 5-(1)-1 項 目 組織の見直し 

課 題 地方分権の推進や市民との協働の推進など、社会情勢や課題に即した組織

の構築が必要である。 

方 針 複雑・多様化する市民ニーズに対応するため、引き続き効率的な組織体制

の確立を目指す。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

新たな行政課題や市民のニーズに的確に応

える政策や施策を展開できる組織体制の見

直しを行う。 

様々な施策を実行し、業務の管理において効

率的かつ効果的に取り組むことのできる組

織を目指し、組織体制の再編について検討。

企画財政部を新設し、組織全体として課の再

編を行うなど、事務所掌の大幅な見直しを行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）定員管理の適正化                      

社会経済情勢の変化を踏まえ、効果的・効率的な職員の活用を図ります。

また、指定管理者制度の活用や民間委託を推進するとともに、地方分権の進

展に伴う権限移譲にも対応する適正な定員管理に努めます。 

番号 5-(2)-1 項 目 定員の適正管理 

課 題 定員適正化計画により、計画的な定員の管理を行ってきたが、今後も業務

量と定員数のバランスに配意しながら定員管理をしていく必要がある。 

方 針 類似団体等の状況を把握しながら、今後も適正な定員管理に努める。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

社会経済情勢の変化を踏まえ、効果的・効率

的な職員の活用を図る。 

また、類似団体の状況を把握しながら、適正

な定員管理を行う。 

令和 2年 4月 1日現在の任期の定めのない 

職員数 433人 

（普通会計 406人 一般行政 271人） 

 

＜人口 1万人当たりの職員数＞ 

○普通会計 79.01人 

・類似団体 68団体平均 82.72人  

・68団体中 33位 

○一般行政 52.74人 

・類似団体 68団体平均 61.67人  

・68団体中 15位 

 

 
職 員 数 

( 4 / 1 現 在 ) 

普 通 会 計 

人口１万人当たりの職員数 

（ 類 似 団 体 平 均 ） 

一 般 行 政 

人口１万人当たりの職員数 

（ 類 似 団 体 平 均 ） 

Ｒ元年度 442人 
80.87人 

（82.48人） 

 53.98人 

 （61.42人） 

Ｒ２年度 433人 
79.01人 

（82.72人） 

52.74人 

（61.67人） 

 

 

 

 

 



 

（３）給与の適正化                        

国の公務員制度改革や給与構造改革の動向を踏まえ、給与制度、運用、水

準の適正化を推進します。 

番号 5-(3)-1 項 目 人事評価システムの充実 

課 題 これまで実施してきた人事評価制度を更に充実させるため、地方公務員法

に基づき、本市の実情に応じた評価制度を適切に導入し、更なる人材育成

に努める必要がある。 

方 針 人材育成・評価の根本的な基準となる「人材育成基本方針」の全面的な見

直し作業を完了し、今後その方針を有効に活用、給与や昇格など職員の処

遇に反映させていく。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

地方公務員法に基づく人事評価を実施し、結

果を勤勉手当及び昇給に反映させる。 

地方公務員法に基づく人事評価を実施し、結

果を勤勉手当及び昇給に反映した。 

 

 

 

番号 5-(3)-2 項目 給与の適正化 

課 題 職務給の原則、均衡の原則に基づき、引き続き各種手当等の見直しを検討

する必要がある。 

方 針 地方公務員の給与決定原則に基づき、国、県等の動向を注視しながら、地

域の実情に応じた適切な手当等の支給により、職員のモチベーションや公

務能率の維持向上を図っていく。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

国、県等の動向を注視するとともに、公務能

率の向上に資するべく、各種手当等の適正化

に向け、見直しを行う。 

市長、副市長、教育長の給料と期末手当に対

して、様々な施策実行の財源とするために減

額措置を行った。 

また、人事院や千葉県人事委員会勧告に基づ

き、期末手当の引下げ（▲0.05月）を実施し

た。 

 

 



 

（4）人材育成と職員の意識改革                  

地方分権の進展において積極的な役割を果たすために、挑戦意欲があり、

経営感覚を発揮することが必要であり、その能力を養うため、全庁的な人材

育成を図ります。 

番号 5-(4)-1 項 目 研修の充実 

課 題 業務の専門化、高度化などにより、これまで以上に研修の機会が必要とな

っている。また、職員の意識改革を図る一環として、全国規模の研修派遣

や民間企業などへの出向研修を検討する必要がある。 

方 針 複雑多様化する市民ニーズに対応するため、引き続き、職員の資質向上に

努めていく。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

職員の意識改革を図る一環として、全国規模

の研修派遣や民間企業などへの出向研修を

行う。また、庁内研修をはじめ研修機関等に

よる一般研修・専門実務研修を実施する。 

○庁内研修 289名  

○千葉県自治研修センター29名 

○印旛広域市町村圏事務組合 33名  

○市町村アカデミー15名 

○成田国際空港㈱1名  

○その他 4名  

計 371名 

 

 

番号 5-(4)-2 項 目 自主研究グループの充実 

課 題 施策別自主研究グループについて、より政策提言に生かせるよう制度の充

実を図る必要がある。 

方 針 制度の周知・徹底を図るとともに、併せて制度の充実を検討する。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

職務階層に応じた共通する基本的な能力の

向上及び本市の重点施策、課題等を中心とし

た、職員に求められる専門的知識や能力の向

上を図るため、庁内研修や自主研究グループ

による研究を行う。 

以下の勉強会等を実施した。 

〇日吉台地区の次世代型まちづくり庁内勉

強会 

〇富里市地域公共交通に関する研究会 

〇富里市普通財産利活用戦略プロジェクト 

〇富里市子ども・子育て支援事業計画研究班 



 

（5）危機管理体制の充実                     

近年の大規模災害での経験を踏まえ、自然災害における防災行動を促す取組

を行うとともに、感染症対策など様々な危機事態に対応し、市民の生命、身体、

財産を守り、市民が安心して暮らせるよう、防災・危機管理体制の強化を図り

ます。 

番号 5-(5)-1 項 目 自主防災活動の推進 

課 題 「自分たちの地域は自分たちで守る」という「共助」としての地域防災活

動に当たる自主防災組織の結成と活動の支援を行うなど自主防災組織の

普及促進に取り組んでいく必要がある。 

方 針 結成及び活動の推進については、防災意識向上のために啓発を行い、自主

防災組織育成助成事業等を活用し、結成への取組を支援するとともに、防

災訓練等の自主防災組織の活動及び運営に対して、引き続き支援を行って

いく。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

令和元年の一連の災害では共助としての成

果が見られたことから、継続して活動の支援

を行う。また、未組織の小学校区については

一部設立の動きもあることから、状況を注視

し、設立に向けて支援をしていく。 

地域コミュニティ活動の充実・強化を図るた

め、日吉台 5・6 丁目自治会の令和 3 年度コ

ミュニティ助成事業（自主防災組織育成）の

助成を（一財）自治総合センターへ申請した。

（6丁目のみ採択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

番号 5-(5)-2 項 目 危機管理体制の強化 

課 題 天災などの災害時については、地域防災計画の修正に伴う全庁的な危機管

理体制の見直しを要する。また、危機管理については、個別の事態が発生

することが想定され、各担当部署での適切な対応と、職員一人ひとりの意

識の向上が必要である。 

方 針 国や県の各計画の修正等、今後の動向を踏まえながら、適宜、地域防災計

画や業務継続計画の修正を行うとともに、全庁的な危機管理体制の構築を

含め、危機管理の強化を図る。 

 

令和２年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

各課の災害時配備体制の確認を行う。 

また、新規採用職員研修や、地域防災計画の

各種習熟訓練を実施する。 

以下の危機管理体制関連項目を実施した。 

・各課に災害時の配備体制表作成を依頼 

・新規採用職員研修において、富里市の防災

体制について講義 

・富里市国土強靭化地域計画策定 

・防災・防犯メールによる職員参集訓練を実

施した 

 


